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＝開会 午前 10 時０分＝ 
 

○事務局長（松下貞行君）：事務局から申し上げます。長崎県後期高齢者医療広域連合設立

後の最初の議会でございますので、地方自治法第１０７条の規定によりまして、年長の議

員が臨時に議長の職務を行うことになっております。出席議員中、鹿町町の林議員が年長

の議員でありますので、ご紹介申し上げます。林議員、議長席の方へよろしくお願いいた

します。 
 
〔臨時議長着席〕 
 
○臨時議長（林善壽君）：改めまして、おはようございます。只今、ご紹介をいただきまし

た鹿町町の林善壽でございます。地方自治法第１０７条の規定によりまして、臨時に議長

の職務を行います。どうぞよろしくお願いをいたします。失礼ですが、座ったままの進行

をさせていただきますので、お許しをいただきます。本日の出席議員は２６名でございま

す。よって、定足数に達しておりますので、平成１９年長崎県後期高齢者医療広域連合議

会臨時会を開会いたします。 
 
○臨時議長（林善壽君）：直ちに、会議を開きます。この際、議事の進行上、仮議席を指定

いたします。仮議席は只今着席の議席のとおりとします。 
 
○臨時議長（林善壽君）：ここで、連合長から発言の申し出があっておりますので、発言を

求めます。連合長。 
 
○連合長（伊藤一長君）：〔登壇〕みなさんおはようございます。あいにくの天候となりまし

た。皆様方、このような悪天候の中を、本日の記念すべき議会に御出席いただきまして、

厚く御礼申し上げさせていただきたいと思います。 
  議員各位の皆様方におかれましては、長崎県後期高齢者医療広域連合誕生に伴う記念す

べき最初の連合議会の議員に当選されましたわけでございます。心よりお慶びを申し上げ

させていただきたいと思います。 
  はじめに、広域連合設立につきましての経過を、議員の皆様も既によくご存知だと思い

ますが、重ねて説明させていただきたいと思います。ご案内のように「健康保険法等の一

部を改正する法律」が昨年６月１４日に成立・公布されたことに伴いまして、現行の老人

保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されることになったわけであります。こ

の法律におきまして、平成２０年度から７５歳以上の後期高齢者を対象とした新たな医療

保険制度が創設されることになったわけでありまして、その運営主体を県下の全市町の加

入によって設立された私どもの広域連合が行うこととなったわけであります。このような

中、本県では、昨年７月に準備委員会を設立し、１２月議会等におきまして全市町の議決
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をいただきまして、１２月１８日に広域連合を設立させていただいたところでございます。 
  私は、広域連合設立時に職務執行者に選任をいただきまして、１月１８日に市町長さん

方からの暖かいご推挙によりまして、連合長に選任されその大役を仰せつかったところで

ございます。 
  今後の予定でございますが、今年１１月の議会におきまして、保険料率の決定をいただ

くこととしており、平成２０年度からの事業実施に向け、準備態勢を整えて職員１０名体

制で取り組んでいるところでございます。 
  今、地方行政を取り巻く状況は大きく変わろうとしておりますが、市町村合併に始まり、

道州制についても議論が行われているところであります。この広域連合が、新たな広域行

政の展開に向けての第一歩として発展するために議員各位の皆様方のご支援・ご協力を賜

りますようよろしくお願い申し上げさせていただきたいと思います。 
 本日、この議会に提案いたさせていただいております議案につきましては、よろしくご審

議を申し上げますとともに議員皆様方の今後益々のご活躍を祈念させていただきまして、

私の挨拶とさせていただきます。なにかとお世話になりますが、よろしくお願い申し上げ

ます。ありがとうございました。（拍手） 
 
○臨時議長（林善壽君）：次に、広域連合の幹部職員の紹介を連合長からお願い申し上げま

す。連合長。 
 
○連合長（伊藤一長君）：それでは、自席のほうからお許しいただきたいと思います。広域

連合事務局の幹部職員の紹介をさせていただきたいと思います。事務局長の松下貞行君で

ございます。企画監兼次長の小川政吉君でございます。総務課長の竹内清吾君でございま

す。保険管理課長の澤田勝幸君でございます。以上が幹部職員でございます。よろしくお

願い致します。（拍手） 
 
○臨時議長（林善壽君）：続きまして、日程１「議長の選挙について」を議題といたします。

選挙の方法といたしましては、地方自治法第１１８条の規定により、投票による方法と指

名推選の方法がございます。この議長の選挙におきましては、指名推選の方法で行いたい

と思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○臨時議長（林善壽君）：異議なしと認めます。よって議長選挙の方法は、指名推選といた

します。それでは、お諮りをいたします。指名の方法につきましては、臨時議長において

指名することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
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○臨時議長（林善壽君）：異議なしと認めます。ご異議なしと認めますので、臨時議長にお

いて指名することに決定いたしました。 
 
○臨時議長（林善壽君）：それでは、指名させていただきます。長崎県後期高齢者医療広域

連合議長に、山口博議員を指名いたします。ただいま、指名しました山口博議員を長崎県

後期高齢者医療広域連合議会の議長に当選人として定めることにご異議ございませんでし

ょうか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○臨時議長（林善壽君）：異議なしと認めます。よって、山口博議員が、長崎県後期高齢者

医療広域連合議会議長に決定いたしました。山口博議員が、ただいま議長に当選されまし

た。山口議員が、議場におられますので、当選を告知いたします。山口議員、前方の演壇

へ登壇願います。 
 
○議長（山口博君）：〔登壇〕皆様おはようございます。このたび、不肖私が議員皆様方のご

推挙によりまして、県内２３全市町からなる広域連合初代議長に選任いただきましたこと

は、まことに身に余る光栄であり、衷心から感謝を申し上げます。ご推挙を受けました上

は、議会の公平かつ円滑な運営を目指すとともに、広域連合の発展と住民福祉の推進に誠

心誠意努力をいたす覚悟でございます。 
  議員の皆様方、伊藤連合長を初め理事者の方々におかれましては、格段のご支援、ご協

力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども議長就任のあいさ

つとさせていただきます。どうもありがとうございました。（拍手） 
 
○臨時議長（林善壽君）：以上をもちまして、私の臨時議長の職務を終わります。ご協力あ

りがとうございました。山口議長、議長席の方にお願いいたします。 
 
〔議長着席〕 
 
○議長（山口博君）：お手元に配布いたしておりますとおり、本日の日程に議事日程第１号

の１を追加いたします。 
 それでは、日程２「副議長の選挙について」を議題とし、選挙を行います。選挙の方法と

いたしましては、地方自治法第１１８条の規定により、投票による方法と指名推選の方法

がありますが、指名推選による方法でご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
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○議長（山口博君）：ご異議なしと認めます。よって副議長選挙の方法は、指名推選と決定

いたしました。それでは、お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において

指名することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定い

たしました。 
 
○議長（山口博君）：それでは、指名いたします。長崎県後期高齢者医療広域連合議会副議

長に、津田祐一議員を指名をいたします。ただいま指名しました津田議員を、長崎県後期

高齢者医療広域連合議会の副議長の当選人と定めることにご異議ありませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議なしと認めます。よって、津田祐一議員が、長崎県後期高齢者

医療広域連合議会副議長に決定いたしました。津田議員が、副議長に当選されました。津

田議員が議場におられますので、当選の告知をいたします。津田議員、前方の演壇へ登壇

お願いします。 
 
○副議長（津田祐一君）：〔登壇〕一言ご挨拶を申し上げます。ただいま、不肖私、議員皆様

方のご推挙を頂きまして、県内２３全市町からなる長崎県後期高齢者医療広域連合議会初

代副議長の要職に就任をさせていただきました。身に余る光栄であり、衷心より感謝を申

し上げます。浅学非才の身ではございますが、今後は、山口議長さんの補佐役として、議

会が円満、円滑に運営されますよう、誠心誠意、努力する決意であります。 
  広域連合長はじめ理事者の皆様方及び議員の皆様方におかれましては、何卒今後とも一

層のご指導とご鞭撻を賜わりますよう、よろしくお願いを申し上げまして、大変簡単でご

ざいますが、副議長就任のごあいさつとさせていただきます。 
  まことにありがとうございました。よろしくお願いを申し上げます。（拍手） 
 
○議長（山口博君）：ありがとうございました。 
 次に、日程３、議員提出議案第１号「長崎県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の制定

について」及び議員提出議案第２号「長崎県後期高齢者医療広域連合議会委員会条例の制

定について」を一括議題とし、提案理由の説明を求めます。２６番、陣内議員。 
 
○２６番（陣内八郎君）：〔登壇〕おはようございます。長崎市選出の陣内八郎でございます｡
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どうぞよろしくお願いいたします｡ 
  ただいま議題となりました議員提出議案第１号及び第２号議案につきまして提案理由

を申し上げます。これらの議案につきましては､過日､全議員の運営協議会で協議いただき

ました結果をもとに制定しようとするものであります｡ 
  まず議員提出議案第１号｢長崎県後期高齢者医療広域連合議会会議規則｣についてであ

ります｡本案は､地方自治法第１２０条に基づき制定するもので､広域連合議会における会

議の運営に関する手続き及び議会内の規律等､必要な事項について定めようとするもので

ございます｡ 
  次に､議員提出議案第２号｢長崎県後期高齢者医療広域連合議会委員会条例の制定につ

いて｣であります｡本案は､地方自治法第１０９条の２､第１１０条及び１１１条の規定に基

づきまして､広域連合議会における委員会の組織及び運営に関する事項を定めようとする

ものであります｡ 
  以上２件の案文につきましては、お手元に配布いたしておりますので、朗読を省略させ

ていただきます。よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。以上で

提案理由の説明を終わります。 
 
○議長（山口博君）：ただいまから、「議員提出議案第１号及び第２号」に対する質疑に入り

ます。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしとの声であります。質疑を終結し、討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なければ、討論を終結し、採決に入ります。「議員提出議案第１号」及

び「議員提出議案第２号」は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので、「議員提出議案第１号」及び「議員提出議案第

２号」は、原案のとおり可決されました。 
 
○議長（山口博君）：次に、日程４「議席の指定について」を議題といたします。議席は、

議長において指定することにご異議ありませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
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○議長（山口博君）：ご異議なしと認めます。各議員の議席は、お手元に配布いたしており

ます議席表のとおり指定をいたしたいと思います。 
 
○議長（山口博君）：次に、日程５「会議録署名議員の指名について」を議題といたします。

議長において指名することにご異議ありませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議なしと認め、只今から指名いたします。会議録署名議員に１番

横尾章二郎議員及び１０番林田久富議員を指名をいたします。 
 
○議長（山口博君）：次に、日程６「会期について」を議題といたします。議会の会期は、

本日１日間とし、会期中の日程につきましては、お手元に配布のとおりとすることにご異

議ありませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので、会期は１日間と決定をいたしました。 
 
○議長（山口博君）：次に、日程７同意１号「長崎県後期高齢者医療広域連合副広域連合長

の選任について」を議題といたします。連合長の説明を求めます。連合長。 
 
○連合長（伊藤一長君）：〔登壇〕同意議案第１号でございますが、長崎県後期高齢者医療広

域連合副広域連合長の選任について議会の皆様方の御同意を得ようとするものでございま

す。広域連合の規約の第１１条及び第１３条の規定により市町の長のうちから２名を選任

することになっているわけであります。 
  副広域連合長といたしまして、佐世保市の光武顕市長、波佐見町の一瀬政太町長を選任

いたしたいと存じます。いずれも適任であると思いますので、是非議会の皆様方のご決定

を賜りますようよろしくお願いいたします。以上でございます。 
 
○議長（山口博君）：これから、同意議案第１号「長崎県後期高齢者医療広域連合副広域連

合長の選任につき議会の同意を求めることについて」を直ちに採決することにご異議あり

ませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
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○議長（山口博君）：ご異議ありませんので、採決いたします。副広域連合長の選任につき

ましては、原案のとおり光武顕君、一瀬政太君に同意することにご異議ありませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：異議なしと認めます。同意議案第１号「長崎県後期高齢者医療広域連

合副広域連合長の選任につき議会の同意を求めることについて」は、同意することに決定

いたしました。ここで、副広域連合長の出席を求めることにいたします。 
 
○議長（山口博君）：ご出席をいただきましたので、副広域連合長から発言の申し出があっ

ておりますので、これを許します。順次ご登壇をお願いします。まず、光武副連合長。 
 
○副連合長（光武顕君）：〔登壇〕只今、皆様からの暖かいご推挙をいただき、伊藤連合長の

補佐役として副広域連合長の職務を担うこととなりました佐世保市長の光武でございます。

どうかよろしくお願いいたします。 
  高齢化社会を迎え、後期高齢者医療制度の創設は、今までにない新たな取組であります。

医療費が増嵩する中、住民の福祉向上の観点からもその役割は大きく、県内全市町が加入

しその運営主体となるこの広域連合の役割は非常に重要になって参ると思います。 
  今後、皆様方の信任に応えるべく、広域連合の発展と円滑な運営のため努力して参りた

いと存じます。どうか、議員各位のご指導、ご協力をお願い致しまして副広域連合長の就

任の挨拶とさせていただきます。今後ともよろしくお願い申し上げます。（拍手） 
 
○議長（山口博君）：引き続きまして、一瀬副連合長。 
 
○副連合長（一瀬政太君）：〔登壇〕おはようございます。只今、皆様からの暖かいご推挙を

いただき、副広域連合長の職務を行うことになりました波佐見町長の一瀬でございます。

はなはだ浅学非才で微力ではございますが、どうか皆様方の暖かいご支援・ご協力をよろ

しくお願いを致したいと思います。 
  今後、皆様方のご信任に応えるべく、伊藤連合長の補佐役として広域連合の発展と円滑

な運営のため努力して参りたいと思います。今後とも、議員各位のご指導、ご協力をよろ

しくお願いいたします。簡単ではございますが、副広域連合長の就任のご挨拶とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 
 
○議長（山口博君）：ありがとうございました。次に、日程８「議案第１号から議案第１８

号」までの、１８議案を一括議題といたします。 
  提案理由につきまして、事務局の説明を求めます。事務局長。 
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○事務局長（松下貞行君）：事務局長の松下でございます。議案第１号から議案第１８号ま

での「専決処分の承認を求めることについて」一括してご説明申し上げます。 
  これらの条例等は、平成１８年１２月１８日の広域連合設立の日から必要となる条例等

について、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づきまして、専決処分いたしておりま

すので、同法第３項の規定によりこれを報告し、ご承認をお願いするものでございます。 
  また、条例等の作成にあたりましては、地方自治法、地方公務員法などの関係法令に基

づき作成しております。 
  本日、別紙として議会臨時会資料、Ａ４の横の表をお開きください。その１ページをご

覧ください。その表の左側から議案番号、条例名、条例設置の趣旨、主な内容、制定の根

拠等について記載しております。一番右側の欄は、議案書のページを記載しております。 
  それでは、本日はその臨時会資料の１ページより議案毎ご説明いたします。 
  議案第１号「長崎県後期高齢者医療広域連合の事務所の位置を定める条例」についてご

説明致します。これは、広域連合の事務所の位置を定めるものでございます。位置につき

ましては、長崎市栄町４番９号の長崎県市町村会館内でございます。 
  次に、議案第２号「長崎県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例」でございます。

これは、広域連合の休日について必要な事項を定めたものでございます。 
  次に、議案第３号「長崎県後期高齢者医療広域連合公告式条例」でございます。これは、

条例等の公布、公表に関し必要な事項を定めております。 
  次に、議案第４号「長崎県後期高齢者医療広域連合公平委員会条例」でございます。こ

れは、職員の勤務条件に関する措置の要求、不利益処分の審査並びにこれらの必要な措置

を講じることができるよう、広域連合に公平委員会を設置するものでございます。 
  次に、２ページをご覧下さい。議案第５号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員定数条

例」でございます。これは、広域連合に常時勤務する一般職員の定数について定めたもの

でございます。定数は、３５人といたしております。 
  次に、議案第６号「長崎県後期高齢者医療広域連合事務分掌条例」でございます。これ

は、広域連合長の権限に属する事務を分掌させるため事務局に課を設置することについて

定めたものでございます。課の名称につきましては総務課、事業課及び保険管理課でござ

います。 
  次に、議案第７号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例」でござ

います。これは、広域連合職員の定年について規定しております。内容といたしましては、

職員を派遣した元の地方公共団体の規定によることと定めております。 
  次に、議案第８号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員等の分限の手続及び効果に関す

る条例」でございます。これは、地方公務員法第２８条第３項の規定に基づき、職員の意

に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について規定いたしております。内容

といたしましては、職員を派遣した地方公共団体の規定によることといたしております。 
  次に、議案第９号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する

条例」でございます。これも、地方公務員法第２９条第４項の規定に基づき、職員の懲戒
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の手続及び効果について規定いたしております。内容といたしましては、職員を派遣した

地方公共団体の規定によるといたしております。 
 次に、３ページをお願いします。議案第１０号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員の勤

務時間、休暇等に関する条例」でございます。内容につきましては、１週間あたりの勤務

時間を４０時間とし、週休日及び勤務時間の割り振り、振替等の取り扱いに関し必要な事

項を規定いたしております。 
  次に、議案第１１号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例

に関する条例」でございます。職員は、地方公務員法第３５条の規定に基づき「職務に専

念する義務の規定」がございますが、その特例といたしまして、研修を受ける場合それか

ら厚生に関する計画の実施に参加する場合等、職務に専念する義務の免除について定めた

ものでございます。 
  次に、議案第１２号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例」

でございます。この条例は「地方公務員の育児休業等に関する法律」の規定に基づき、広

域連合職員の育児休業等に関し必要な事項を定めております。 
  次に、４ページをお開き願います。議案第１３号「長崎県後期高齢者医療広域連合の特

別職の職員の報酬等に関する条例」でございます。この条例は、特別職の報酬額及び費用

弁償について規定いたしております。内容につきましては、議長の報酬額は、日額８，８

５０円、副議長、議員その他監査委員等日額８，０００円でございます。 
  次に、議案第１４号「長崎県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例」でございます。広域連合議会の議員その他非常勤の職員の

公務上の災害又は通勤時における災害に対する補償について、その補償の範囲、金額、支

給方法等必要な事項を規定いたしております。 
  次に、５ページをお願い致します。議案第１５号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員

の給与に関する条例」でございます。職員の給与に関しまして必要な事項を定めておりま

す。広域連合の職員については、県内の地方公共団体その他関係団体からの派遣と致して

おります。給料はその派遣元の基準で支給するというふうに規定しております。 
  次に、議案第１６号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例」でご

ざいます。これは出張の際に支給する旅費に関する規定で、旅費の種類、その他支給基準・

旅費の計算方法等について定めたものでございます。 
  次に、議案第１７号「長崎県後期高齢者医療広域連合指定金融機関等の指定について」

でございます。広域連合の業務に関する公金の収納及び支払事務の一部を取り扱わせるた

め、金融機関を指定するものでございます。指定金融機関は十八銀行を、また指定代理金

融機関は親和銀行といたしております。 
 
  次に、議案第１８号「平成１８年度長崎県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」でご

ざいます。資料は６ページ、７ページです。そこには、一般会計予算の見積総括表を記載

しています。歳入及び歳出総額はそれぞれ、２，７９０万１，０００円で、これは平成１
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９年１月から３月までの広域連合設立後の３ヶ月分の予算でございます。 
  歳入１款の分担金及び負担金は、２，７８９万６，０００円を計上いたしております。

これは市町からの共通経費負担金でございますが、市町ごとの内訳については、次の８ペ

ージをご覧になってください。その負担割合といたしましては、広域連合の規約で定めて

おりますが、８ページの表の上段の中央部になりますが、均等割、高齢者人口割、人口割

を、それぞれ１０％、５０％、４０％といたしております。右側に網掛けをしております

金額が各市町にご負担いただきます負担金でございます。 
  資料は６ページの方に戻らせていただきます。その他の歳入といたしましては、２款の

国庫支出金、３款の県支出金、４款の繰越金、５款の諸収入については、それぞれ存目計

上といたしております。 
  次に、７ページ、歳出でございますが、１款 議会費として８４万円、２款 総務費とし

て、２，６５０万５，０００円、その他、３款 公債費、４款 予備費を計上しております。

その中で、主なものについて、ご説明いたします。 
  １款の議会費８４万円は、議会開催に伴う報酬、招集旅費、会場使用料等でございます。 
  次に２款の総務費の１目 一般管理費として、２，４３７万４，０００円を計上いたし

ておりますが、その主なものは、派遣職員の人件費及び旅費等でございます。 
  ２目の幹事会費として、２１３万１，０００円を計上いたしております。これは、後期

高齢者医療の担当課長及び担当者会議に伴う旅費、需用費、会場使用料等必要な経費を計

上させていただいております。 
  次に３款の公債費、これは、一時借入金の利子として、５万円を計上しております。 
  ４款の予備費は、５０万６，０００円を計上いたしております。 
  歳出合計といたしましては、２，７９０万１，０００円でございます。 
  以上が平成１８年度広域連合一般会計予算に係る専決処分の内容でございます。 
  以上で議案第１号から議案第１８号までの説明を終わらせていただきます。ご審議の上、

ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
 
○議長（山口博君）：それでは、各議案に対する質疑を行います。質疑は、「議案第１号から

議案第１７号」につきましては、県内自治体の条例と、ほとんど同じ内容でもあり、また、

時間の都合もありますので、先ず、「議案第１号から議案第１７号」を一括して行い、次に

「議案第１８号」を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議がありませんので、先ず、「議案第１号から議案第１７号」を一

括して質疑を行います。なお、質疑の際は、議案番号と質疑箇所ページをお示しください。

１番、横尾議員。 
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○１番（横尾章二郎君）：先般、議会運営協議会がございまして、１月２３日の概要という

ことでこれと、今の１７ページの数字が少し違っております。前に頂きました概要書につ

きましては１９ページに、平成２０年が２８名ということになっておりますが、この条例

につきましては３５名というふうになっております。したがいまして、この差が７人とい

うことになっておりますけれども、最終的な人数は３５名だというふうでは理解いたしま

すけれども、非常に人員の差があるんじゃないかと思います。すでにこの２０年で２８名

の職員でスタートしようということになっておりますが、この点についての今後の考えを

お聞かせ願いたいと思います。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：企画監の小川でございます。ただいまお尋ねになりました

職員の定数の問題でございます。条例上は３５名と規定いたしております。先般の運営協

議会の折には職員の事務局の体制といたしまして、現在１０名でございますがこの１９年

４月から２０名体制、翌年の２０年４月から２８人というご説明をしたところでございま

す。 
  定数上は３５名と規定いたしました。事業開始が２０年度からとなっており、まだこの

制度が創設されて、実際事務を行っておりません。どのような事務が生じてくるかという

ところが、今はまだハッキリしないところでございます。そういう意味もございまして、

２８名という職員数におきましては、その業務量等を精査いたしまして算出した数値では

ございますが、そういうことで若干、未だ判らないところがございましたもので、定数上

は３５名というふうに規定をさせていただきました。 
  しかしながら、実際の事務につきましては、出来るだけ効率的な事務局の体制・運営を

図っていかなければならないということもございまして、２８名を超えることが無いよう

な形で、運営をしたいというふうに考えております。定数上と実務の間に若干差があると

いうことは、そういうことでございます。ご理解をお願いいたします。以上でございます。 
 
○議長（山口博君）：横尾議員－１番。 
 
○１番（横尾章二郎君）：そうしますと、これからの事業ということになりますと、保険管

理課というところに、増員があるという可能性が出てくるのでしょうか。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：ご説明いたしましたように本年４月から２０名体制。その

中でそれぞれ総務課、事業課、保険管理課という３課を設けて職員を配置するように致し

ますが、今の予定で行きますと、それぞれ必要な人員ということで全体で２０名。総務課、
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事業課、保険管理課に割り振りを致しますが、今後具体的な職務の内容が段々明らかにな

ってくるに従いまして、それぞれの課の配置人員は若干調整をせざるを得ないかと考えて

おります。いずれにしても１９年４月からは２０人。翌年の２０年４月からは２８名とい

うふうなことで考えているところでございます。 
  保険管理課につきましては、今度の１９年４月に５名、２０年４月には９名ということ

で４名増員をしたいというふうに考えております。この保険管理課といいますのは、どう

いう業務を行うかと言いましたら保険料の賦課事務・徴収は実務的には市町村で行います

けれども徴収事務に伴う保険料の管理・調定事務というふうなことで被保険者の管理、そ

ういうふうなことを行うという事務でございまして、電算のシステム等で管理をしていく

ということになりますので、２０年４月からは一応９名体制で考えているところでござい

ます。 
 
○議長（山口博君）：横尾議員－１番。 
 
○１番（横尾章二郎君）：はい、よくわかりました。出来るだけ事務職を増やさないような

形で検討していただければ、助かると思っております。 
  それから今の５９ページの第１５号、ここに先般いただきました議案書の中に、これは

７０ページなんですけど地域手当というものがございます。ここの文言を読んでみますと

「当該地域における民間の賃金水準を基準とし、当該地域における物価等を考慮して規則

で定める地域に勤務する職員に支給する」というふうになっております。ここでちょっと

気になったんですけど、民間の賃金水準を基準としというところの基準というのは、どん

なふうな取り方をしてあるのか、それから地域というのは長崎市を指すのだろうと思いま

すけれども、そことどういうふうな違いがあって算出されるのか。この辺についてお尋ね

します。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：ただいまお尋ねの地域手当でございますけれども、この地

域手当は議員ご指摘のとおりあるわけでございますが、この基準といたしましては、国家

公務員等の給与等にも人事院の基準というものがございまして、全国的にそれぞれの都市

が規定をされております。長崎県内でいきますと長崎市がこれに該当するわけでございま

す。今回の条例の中で地域手当を設けた理由につきましては、この広域連合には各市町村

から職員を派遣していただくわけでございますが、事務局は長崎市に置くわけでございま

して、今現在、長崎市からの派遣でありますとかその外の市町から派遣を求めて職員に来

ていただいているわけでございますが、この地域手当を支給できる条例をそれぞれの市町

が持たないところがございます。そういうところは、この長崎に職員を派遣していただい

ても、地元の派遣元で地域手当を支給することができないと、勤務は長崎でしていただく
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わけでありますので、職員間の公平という意味を含めまして、この連合の中に地域手当と

いうものを条例で定めまして、派遣する職員に支給をしようというふうなことでございま

す。地域は長崎市、基準は人事院で定める基準でございます。以上でございます。 
 
○議長（山口博君）：古川議員－２０番。 
 
○２０番（古川利光君）：今の関連で、地域手当を長崎で出すというのは、例えばよそから

来た人とどれくらいの格差があるのか。できれば派遣元は派遣元として出すんですから、

地域手当が必要かどうかですね。どれくらいその数、職員になるのか。その辺をわかった

らちょっと教えてください。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：職員にとって、格差がどのくらいかというお尋ねでござい

ますけれども、各市町村から派遣をしていただきますと、国の考え方は指定される地域の

物価水準等が高いということもありまして、手当の支給が出来ますよというふうなことに

なっておりますが、各市町村から派遣される地元の、例えば県北の方からでありますとか、

島原半島の方から派遣してもらうというふうなことになりますと、そちらの地元ではそう

いう手当が出ていない訳ですから、こちらに派遣をしていただいて、長崎の事務局に勤務

をしていただいた時に、この連合で手当を支給するということですので、職員に不利益は

ありません。派遣をしていただく市町村は支給しませんので、連合で支給しますので特に

負担は生じない。ただ全体の人件費として、全体の各市町村の分担金でそこらへんを賄う

ことになります。特に不利益、マイナスになるということはないかというふうに思います。 
 
○議長（山口博君）：古川議員－２０番。 
 
○２０番（古川利光君）：いや、今お尋ねしているのはですね、連合から出すというのは理

解していますけれど、例えば２５万給料を貰うという者が長崎市ではどのような基準で手

当が出ているのか。例えば諫早から来た人に、プラス何％で掛けていくと思うのですが。

そこはどんな出し方をしているのですか。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：手当の支給の方法でございますけれど、本俸に対する３パ

ーセントというふうな規定になっております。何処から派遣された方でも、それぞれ派遣

元の給料、基本給に対しまして３パーセントを掛けると。今現在長崎市から来ていただい

ている職員の方も３パーセント。例えば島原半島のほうから来ていただく方も、北松の方
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から来ていただく方も本俸に対する３パーセント。同じ率を掛けた手当を支給しようとい

うものでございます。以上です。 
 
○議長（山口博君）：北村議員－１８番。 
 
○１８番（北村誠二君）：今の説明、本俸だけじゃないでしょ。議案書の７２ページ一番上

の２「地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次に掲げる

割合を乗じて得た額とする。甲地１００分の３」ですから、本俸だけじゃなくて、手当２

つも含むんですよね。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：どうも失礼申し上げました。ご指摘のとおりでございます。 
 
○議長（山口博君）：他にはございませんでしょうか。なければ、これをもって「議案第１

号から議案第１７号」に対する質疑を終結をいたします。 
 
○議長（山口博君）：次に、「議案第１８号」に対する質疑を行います。 
 
○議長（山口博君）：ございませんか。なければこれをもって、「議案第１８号」に対する質

疑を終結をいたします。 
 
○議長（山口博君）：これより各議案ごとに順次、討論、採決を行います。 
  まず、議案第１号「長崎県後期高齢者医療広域連合の事務所の位置を定める条例」に対

する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしとの声でございます。なければ、これをもって討論を終結し、採

決をいたします。「議案第１号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第１号」は承認することに決定いたしま

した。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第２号「長崎県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条
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例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ございませんか。それでは、これをもって討論を終結し、採決をいた

します。「議案第２号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第２号」は承認することに決定をいたし

ます。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第３号「長崎県後期高齢者医療広域連合公告式条例」に対

する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。「議案第３号」

はこれを承認することにご異議ありませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第３号」を承認することに決定いたしま

した。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第４号「長崎県後期高齢者医療広域連合公平委員会条例」

に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決をいたし

ます。「議案第４号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第４号」は承認することに決定いたしま

した。 
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○議長（山口博君）：次に、議案第５号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員定数条例」に

対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）： なければ、これをもって討論を終結し、採決をいたします。「議案第

５号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ございませんので「議案第５号」は承認することに決定いたし

ました。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第６号「長崎県後期高齢者医療広域連合事務分掌条例」に

対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしとの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決をいた

します。「議案第６号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第６号」は承認することに決定いたしま

した。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第７号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関

する条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決をいたし

ます。「議案第７号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
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○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第７号」は承認することに決定をいたし

ました。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第８号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員等の分限の手

続及び効果に関する条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしとの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決をいた

します。「議案第８号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第８号」は承認することに決定をいたし

ました。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第９号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続

及び効果に関する条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしとの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決をいた

します。「議案第９号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第９号」は承認することに決定をいたし

ました。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第１０号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、

休暇等に関する条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしとの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決をいた

します。「議案第１０号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
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   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第１０号」は承認することに決定いたし

ました。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第１１号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専

念する義務の特例に関する条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なければ、これをもって討論を終結し、採決をいたします。「議案第１

１号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第１１号」は承認することに決定いたし

ました。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第１２号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業

等に関する条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしとの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決をいた

します。「議案第１２号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第１２号」は承認することに決定をいた

しました。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第１３号「長崎県後期高齢者医療広域連合の特別職の職員

の報酬等に関する条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしとの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決をいた
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します。「議案第１３号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第１３号」は承認することに決定をいた

しました。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第１４号「長崎県後期高齢者医療広域連合議会の議員その

他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしとの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決をいた

します。「議案第１４号」はこれを承認することにご異議ありませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第１４号」は承認することに決定をいた

しました。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第１５号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関

する条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしとの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決いたし

ます。「議案第１５号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第１５号」は承認することに決定をいた

しました。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第１６号「長崎県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に

関する条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 



- 23 - 

 
○議長（山口博君）：なしとの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決をいた

します。「議案第１６号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第１６号」は承認することに決定をいた

しました。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第１７号「長崎県後期高齢者医療広域連合指定金融機関等

の指定について」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしとの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決をいた

します。「議案第１７号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第１７号」は承認することに決定をいた

しました。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第１８号「平成１８年度長崎県後期高齢者医療広域連合一

般会計予算」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしとの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決をいた

します。「議案第１８号」はこれを承認することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第１８号」は承認することに決定をいた

しました。 
 
○議長（山口博君）：それでは１１時１５分まで、１０分間休憩をいたします。 
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       １１時０５分 休憩 
       １１時１５分 再開 
 
○議長（山口博君）：それでは休憩前に引き続き会議を再開をいたします。 
  次に、日程９「議案第１９号から議案第３１号」までの、１３議案を一括議題といたし

ます。提案理由については、事務局の説明を求めます。事務局長。 
 
○事務局長（松下貞行君）：それでは、先ほどに引き続きまして、議会臨時会資料、横長の

資料で説明させていただきます。 
  資料１０ページでございます。議案第１９号「長崎県後期高齢者医療広域連合議会の定

例会の回数を定める条例」について、ご説明申し上げます。地方自治法第１０２条第２項

の規定において定例会の回数を条例で規定することとされておりますので、この規定に基

づき定例会を年２回と規定するものでございます。なお、開催の時期につきましては、規

則で毎年２月と８月に定めたいと考えております。 
  次に、議案第２０号「長崎県後期高齢者医療広域連合監査委員条例」これにつきまして

は、監査委員は広域連合の規約において２人を置くと規定いたしております。定例監査、

随時監査、請求又は要求に基づく監査及び公表の方法等について規定しています。 
  次に、議案第２１号「長崎県後期高齢者医療広域連合情報公開条例」につきましては、

住民の知る権利を尊重し、行政文書の公開を請求する権利を明らかにし、情報公開の総合

的な推進に必要な事項を定めております。 
  次に、議案第２２号「長崎県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例」につきまして

は、広域連合が保有する個人情報の適正な取り扱いに関し必要な事項を定めております。 
  次に、議案第２３号「長崎県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条

例」につきましては、情報公開及び個人情報の適正な運用を図るため、審査会を置くにあ

たり必要な事項を定めております。 
  次に、１１ページをお願いします。議案第２４号「長崎県後期高齢者医療広域連合行政

手続条例」につきましては、行政手続法第４６条の規定は、地方公共団体における公正の

確保と透明性の向上を図り、住民の権利利益の保護に資することを目的にしておりますこ

から、本広域連合におきましても、処分、行政指導及び届出に関して必要な事項について

規定するものでございます。 
  次に、議案第２５号「長崎県後期高齢者医療広域連合実費弁償に関する条例」につきま

しては、広域連合の機関の要求に応じ出頭又は参加した者に支給する実費弁償に関して必

要な事項を定めております。 
  次に、議案第２６号「長崎県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する条例」に

つきましては、毎年７月及び１２月を財政状況の公表時期とし、内容は、歳入歳出の執行

状況、住民の負担状況並びに財産等の内容についての公表に関して必要な事項を定めたも

のでございます。公表の方法につきましては、公告式条例に基づき掲示板に掲示して行う



- 25 - 

ことといたしております。 
  次に、１２ページをお開き願います。議案第２７号「長崎県後期高齢者医療広域連合議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」でございます。この条例

につきましては、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づき、制定するものでござ

います。契約、財産の取得及び処分については、地方自治法施行令第１２１条の２の規定

により市の規定を準用したものでございます。 
  次に、議案第２８号「長崎県後期高齢者医療広域連合と長崎県との間の公平委員会事務

の委託に関する規約」でございます。広域連合の場合、市町と比較した場合、職員数も少

なく、事務の効率的な運用と経費を削減するため、地方公務員法第７条第４項の規定によ

りまして「議会の議決を経て、他の地方公共団体の人事委員会に委託して事務を処理させ

ることができる」と規定されておりますことから、広域連合と長崎県との間の事務の委託

に係る規約を提案するものでございます。 
  次に、議案第２９号「長崎県市町村総合事務組合への加入について」でございます。広

域連合の議会の議員その他非常勤職員の公務災害又は通勤による災害に対する補償に関し

まして、事務の効率化を図るため、共同処理事務を行っている長崎県市町村総合事務組合

へ加入するものでございます。なお加入の時期は、平成１９年４月１日以降を予定してお

ります。 
  次に、１３ページをお願いします。議案第３０号「長崎県後期高齢者医療広域連合広域

計画の策定について」でございます。広域連合につきましては、地方自治法第２９１条の

７第１項の規定に基づき、「広域連合設立後速やかに、議会の議決を経て広域計画を策定し

なければならない」と規定されております。その内容につきましては、広域計画の趣旨、

広域計画の項目、広域連合及び市町が行う事務及び広域計画の期間について策定したもの

でございます。期間といたしましては平成２２年度までとし、広域連合長が必要と認める

場合は、随時改定を行うことといたしております。 
 
  次に、１４～１５ページをお開き願います。議案第３１号「平成１９年度長崎県後期高

齢者医療広域連合一般会計予算」でございます。歳入歳出それぞれ総額は、３億４，３４

９万４，０００円でございます。１８年度と比較しまして、３億１，５５９万３，０００

円の増となっております。これは先ほど申し上げましたが、平成１８年度は連合設立後の

３ヶ月分の予算であったこと、及び１９年度は平成２０年４月からの制度開始に伴い、新

たに被保険者証の作成や電算システム関係の予算が発生することなどによる増でございま

す。 
  左側１４ページ、歳入でございますが、１款の分担金及び負担金は３億４，３４８万９，

０００円でございます。これは市町からの共通経費負担金でございますが、市町ごとの内

訳につきましては、次の１６ページをご覧になってください。負担割合は議案第１８号で

ご説明申し上げたものと同じ割合でございます。右側に網掛けで示している金額が各市町

にご負担いただきます負担金でございます。 
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  戻りまして１４ページ、２款の国庫支出金、３款の県支出金、４款の繰越金、５款の諸

収入については、それぞれ存目を計上させていただいております。 
  歳入合計といたしましては、３億４，３４９万４，０００円でございます。 
  右側の１５ページ、歳出でございます。まず１款の議会費として、４５１万１，０００

円を計上しております。議会は定例会を２回、臨時会を１回、またこれに伴う議会運営委

員会、全員協議会に必要な報酬、招集旅費、会場使用料等を計上させていただいていると

ころでございます。 
  次に２款総務費の１項１目一般管理費として、１億７，４４１万９，０００円を計上い

たしております。その主なものは、派遣職員の人件費及び旅費でございます。次に２目に

新たに運営委員会費として、１７０万円を計上いたしております。この運営委員会費、こ

れは市長・町長による運営委員会で、本広域連合の最終的な意志決定機関ということでご

ざいます。年３回開催することに必要な事務費を計上させていただいております。次に３

目の幹事会費として、６４２万３，０００円を計上いたしております。１９年度は幹事会

を６回、担当者会議を１０回予定しております。これに伴う旅費、需用費、会場使用料等

必要な経費を計上させていただいております。 
  次に２項の選挙費を新たに設けております。１万１，０００円を計上しております。こ

れは、選挙管理委員会の運営に必要な経費を計上いたしております。選挙管理委員会につ

いては、地方自治法に定める直接請求があり、委員会として活動する場合にのみ、報酬、

旅費等が生じることとなります。 
  次に３項の監査委員費も新たに設けております。３６万８，０００円を計上させていた

だいております。監査については、年１回を予定し、これに必要な経費を計上しておりま

す。 
  ２款の総務費の総額は１億８，２９２万１，０００円となっております。 
  次に３款の民生費も新たに設けております。１億３，９７１万２，０００円を計上いた

しております。その主なものは、制度開始に伴う制度周知用のパンフレット等の印刷製本

費が２，２６７万５，０００円、被保険者証の作成委託料としまして２，０００万円、そ

れから電算システム関係といたしまして、システム導入に伴うハード機器、ソフト、ネッ

トワーク等に必要な経費９，６４３万７，０００円を計上いたしております。なお電算シ

ステムにつきましては、国から示された基本システムの仕様を基に算出した金額を計上さ

せていただいているところでございます。その中でリースが可能な機器については、５年

リースを予定しております。 
  次に４款の公債費として５万円を計上しております。これは一時借入金の利子でござい

ます。 
  次に５款の予備費として、１，６３０万円を計上いたしております。これは、新しい制

度のため、予期しない経費が想定されることから、予算総額の５％相当額を計上いたして

おります。 
  歳出合計といたしまして３億４，３４９万４，０００円でございます。以上が平成１９
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年度広域連合の一般会計予算でございます。 
 
  以上で議案第１９号から議案第３１号までの説明を終わらせていただきます。ご審議の

程よろしくお願いいたします。 
 
○議長（山口博君）：それでは、各議案に対する質疑を行います。質疑は「議案第１９号か

ら議案第３０号」を一括して行い、次に「議案第３１号」を行いたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので、まず「議案第１９号から議案第３０号」を一

括して質疑を行います。なお質疑の際は、議案番号と質疑箇所のページをお示しください。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ございませんか。それでは、これをもって、「議案第１９号から議案第

３０号」に対する質疑を終結いたします。 
  次に、「議案第３１号」に対する質疑を行います。横尾議員－１番。 
 
○１番（横尾章二郎君）：先般、頂きました一般会計予算の１ページでございます。１８年

度の先ほど承認されました一般会計予算の一時借入金の限度額が５００万というふうにな

っております。今回も５００万というふうになっておりますが、この根拠についてお尋ね

をいたします。それから１５ページに賃金、臨時雇い１人となっておりますが、この臨時

職員の職種というものそれからこの臨時職員が増える可能性があるのか。その点をひとつ

お尋ねいたします。それから事務局の借り上げは、この市町村会館ということになってい

ると説明がございましたけれども、かなりのスペースがいるんじゃないかと思っておりま

す。どのくらいの広さが要るのか。この辺についてお尋ねいたします。それから１８ペー

ジに社会福祉総務費がございます。ここに電算のシステム関係がございます。先ほどご説

明の中では厚生労働省からいろいろあったりしているようですが、これに対する予算を見

てみますと、国それから県これは費目の設定のみで１，０００円となさっておりますが、

この費目の設定のみで１９年度の予算が組まれております。そうしますと電算関係で全て

各市町が負担をすると、さきほど示されましたように３億４，０００万というふうなこと

が各市町に全て。そこでどうしてこの国・県の予算があげられなかったのか。その辺につ

いてご説明をお願いいたします。またこの電算システムの機器の借上料が５，７００万と

いうことになっております。非常に大きな金額になっております。備品購入はまだよいと

しましても、そういった電算システム関係の委託料ですとか借上料ですとかいうふうな中
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でかなり大きな金額があがっておりますけれども、これについての契約の仕方等はどうな

っておるのか。その辺についてひとつお尋ねしたいと思います。まず一問目として以上で

ございます。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：横尾議員のご質問にお答えを致します。まず予算書の最初

に掲げております一時借入金５００万についてでございます。これは１９年度予算、今度

の４月からスタートするわけでございますけれども、この運営に要する経費等につきまし

ては、予算に書いておりますとおり、市町村からの分担金ということが財源でございます。

この分担金をいつ市町村から頂くことになりますが、いろいろ手続がありますけれども、

４月の下旬くらいにならないと実際お金が入ってこないんじゃないかなということもござ

いまして、それまでの間、この４月から入ってくるまでの間の必要な資金等に対応するた

めに、この一時借入金で対応したいと考えております。その一借の限度を５００万円と定

めようというものでございます。 
  それから２点目の賃金についてでございまして、賃金これは１名雇用する予定にしてお

りますけれども、業務の内容としては事務の補助という形で１名雇用をしたいというふう

に考えております。今後は、どんな可能性でというお尋ねでありましたけれども、今のと

ころ１９年度についてはこれ以上増やす予定はございません。ただし事業が始まりました

年度に、２０年度以降につきましては、色んな事業関係の事務を、正規の職員ではなくて、

いろんな委託をしたり、そういう臨時職員等で賄うというふうなこともございますので、

増えることはあろうかと思いますけれども、今回の予算に限って申しますと、１名で増や

す予定はないということでございます。 
  それから、借上料の件につきましては、事務局はこの現在の市町村会館に事務局を置く

ということで、定めていただいておりますので、スペースといたしましてはここの６階の

会議室真下の５階のスペース、ここの全フロアをお借りしたいということで考えておりま

す。事務局としてですね。なお２０年度以降につきましては事業が開始されるということ

でですね、色んな事業関係をするためのスペースがまた相当量必要になってまいります。

そういうこともありまして、３階のスペースも粗方８割方くらいは利用させていただきた

いというふうに考えているところでございます。今回の予算につきましてはこの５階のフ

ロアの借上料を計上しているということでございます。 
  それから電算のシステムにつきましては、予算で示しておりますように、相当大きな金

額が必要になっておりまして、このシステムの整備につきましては国・県の補助金は存目

計上で、現在のところは予定をしてないところでございますが、国及び県の補助は、この

システムの整備についてはないということになっております。ただし国・県の補助がない

ということは、市町村から直接分担・負担をいただくことになる訳ですけれども、市町村

の方に地方財政措置ということで、交付税で措置をすると、市町村に措置したものをこの
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広域連合に分担金としてご負担を願うというふうなシステムになっております。国が示し

ております地方交付税の地方財政措置というのがどんな内容になるかというところは、先

般の国の政府予算案の中でもひとつの考え方が示されてはおります。がしかし、何しろ地

方交付税でございますので、その中に算定をするということでございまして、必ずしもそ

の額、実額が入ってくるという訳ではないようなところがこの地方交付税のあり方でござ

います。そこら辺は若干不透明な、金額面ではハッキリしないところがございますけれど

も、考え方としては国・県の補助金を入れなくて各市町村に交付税で措置をすると、その

措置されたものを電算システムについては連合に負担をしていただくというふうな形にな

っておりますので、ご理解をいただければと思います。 
  それから機器の借上料とか備品というふうなものが予算計上しておる訳でございます

が、こういうものにつきましての契約の方法につきましては、まず具体的にどういう機器

をどれだけ、どんな方法で、例えば市町村との間のネットワーク方法にしても未だ現在確

定はいたしておりません。検討中であります。市町村と結ぶネットワークにしても色々な

方法がございます。例えば今、総合行政システムＬＧＷＡＮという市町村と県等行政機関

を結んでいるラインがございますけれども、こういうラインを利用するか。あるいは別途、

新たな専用回線を引いてやるか。あるいは又、他の回線を利用してやるかとか、そういう

色々な方法がございますけれども、そこら辺は、まだこれから検討していきたいと。ここ

ら辺りを確定になるのが、大体６～７月くらいには決めなければいけないかなというふう

に考えておりますが、そういうのを含めて、どうなるかによって契約の方法が変わってま

いりますので、全体の電算システム構築の考え方を整理する中で、個々の契約の在りよう

を詰めていくというふうになろうかと考えております。以上でございます。 
 
○議長（山口博君）：横尾議員－１番。 
 
○１番（横尾章二郎君）：実は先般、概要についての資料を頂いております。１月２３日で

したか、ここに広域電算の処理システム等のスケジュールというのがございます。もう既

に厚生労働省あるいは国保中央会。私どもは既に説明がありました今からだというという

ことになった上で、この厚生労働省とか国保中央会、国保中央会は別としましても、厚生

労働省がこういうふうにして指導して、この分担の間隔でシステムを借用するというふう

な検討の指示があったと説明がありましたと思うんですが、そうした時に、やはりこのス

ケジュール表ですと既にシステムが出来ておらなければいけないような事になっておりま

すし、あと初期データの移行というのが今年の７、８月になるというような事ですけれど

も、その前にそういう諸々の事務を捌かさにゃいかんということになりますとやはり、電

算システムを早く立ち上げにゃいかんのではないかと思っております。そうした時に、こ

こに予算に名目だけ１，０００円とあがっておりますが、１，０００円あげておられると

いうことは何かの指示があってるんじゃないかと私たちは思うわけです。従いまして大体

こちらで電算システムについては各広域連合で負担しなさい。後は交付税ですよというこ
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とはあっても、しかし何らかの、これだけのものは予算計上していいですよというふうな

通知があってるんじゃないかと思います。私が何故言うのかといいますと、やはり３億４，

０００万からの全ての費用が各自治体に割り当てられて負担金になると、できましたらや

はりお互いに窮屈な財政の上での運用ですから、わかりましたらやはり、これは予算に計

上して負担金の減額に結びつけるべきじゃないかなというふうな考えで質問をしています。

以上です。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：お尋ねの電算のシステムの関係でございますけれども、ス

ケジュール的に行きますと、国の開発スケジュールも若干遅れ気味ではございます。私ど

もと致しましても、この広域連合のシステムを立ち上げ、契約をして、調達をして、これ

が稼動するようになる。さきほど申し上げましたように７月ぐらいまでにはなんとかせん

ばいかんなというふうに考えておるところでございますけれども、この広域連合で整備を

する電算のシステム、それと併せまして今度は市町村側でやっていただきます、既存の市

町村がもっております電算のシステム、こういうものの改修作業、事務経費、そういうふ

うなものもございます。それから先般、協議会の折に申しました市町村の事務というとこ

でございますけれども、この広域連合の部分は先ほど申し上げました様に７月ぐらい迄に

はシステムの整備を、とにかく契約等早めに済ませてですね、方法を決めていかにゃなら

んと考えておる訳ですけれども、市町村側のシステムの整備については、先般の１２月の

国の政府予算案におきまして、補助を行うというふうなことが決まっておりまして、その

補助も、この整備を急ぐという必要性のことから１８年度の補正予算とするというふうな

ことも決まっております。先般、国会も開会されておりまして、出来るだけ早い時期に国

の方は、この補助金については予算を通して、直ちに市町村の方に補助金の申請等の通知

を出すと、そういう流れの中に、市町村でやる事務はそういうことになっておりまして、

広域連合の電算処理システムは、まだ若干市町村とどう繋いで、どういうふうなシステム

の構成をしてという細かい詰めが、この２月３月の間にやっていかにゃいかんということ

もございますので、非常に難しい大変大掛かりなシステムでございまして、私どもも電算

の、まあなんと言いますかプロではないわけで、非常に難しいというか頭を悩ませながら

今検討を進めておるところでございます。しかし時間もございませんので、まあ２月３月

中にはそこら辺の方針をきちんと決めて、契約をすべきところ、或いは調達をという部分

とか、システムをどういうネットワークでするかというふうなことを決めていかにゃなら

んというふうに考えておるところでございますので、ご理解をいただきたいかと考えてお

ります。 
 
○議長（山口博君）：横尾議員－１番。 
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○１番（横尾章二郎君）：まあ、一番先端の連合の方は急ぐばかりで非常に事務が大変だと

思います。またここに借上げですとか委託ですとか非常に高額な金額が、借上料払ったり

委託にまわしたりということになっております。そこで、これはまあ本格的・具体的には

契約とか借り上げの事務は進んでないんじゃないかと思いますけれども、予算上こうなっ

ておりまして、しかし借上げ料が５，７００万が大体５年間ぐらい続くのかなと、先ほど

の話ですと思います。そうした時に私たちはこれが５年間続きますよというふうなことを

示すためには、やはり債務負担行為等の必要が出てくるんじゃないかと思うんですけども、

その辺の事務の取扱については、どんなふうにお考えでしょうか。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：ご指摘の様に、また先ほど事務局長が説明しましたように、

電算のシステムのハードの部分と、或いはソフトの部分の一部につきましては、５年間の

リースというふうなことで考えておるところでございます。そのために必要な予算を１９

年度で計上しておるところでございます。この予算に充てている部分につきましては、リ

ースにつきましてはこの連合でやるシステム予算でございますので単年度契約の形でやっ

ていければというふうに考えております。市町村におきましても５年間ずっと負担はお願

いすることには間違いございませんけれども、市町村の分担金という形で毎年度毎年度、

この電算の関係も含めて、その他の運営諸経費も含めて分担金という形でお願いをしたい

というふうに考えているところでございます。 
 
○議長（山口博君）：古川議員－２０番。 
 
○２０番（古川利光君）：一時借入金についてはですね、少し僕は金額が低いと思っており

ます。ひとつは存目で国・県のあれといいますか、これをご説明いただいたような感じも

しますけど、実際的にはどのような財政スキームでですね、どういうことで国とか県とか

というのが出てくるのか、そういうふうな予定がされているものといいますか、当然予定

がされておると思うので、そこら辺を教えていただきたいというのと。それと、僕はこの

制度自体があまり好きではありません。その７５になってからですね、もう寿命が近づき

よるのに、被扶養者になったものを、また出てきて保険料・介護保険料を払えという自体、

みんなよう賛成したなと思ってるんですよ。まあ出来た以上は仕方なく協力をしていかな

きゃならんと思っているんですが。そこら辺について、制度を出来たときに、連合長さん

がどのような感じで受けられてされたか。所見だけでいいですから、それも併せてお尋ね

したいと思います。 
 
○議長（山口博君）：連合長。 
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○連合長（伊藤一長君）：制度が出来るまでの間含めて、連合長というよりも、市長会含め

て、どういうふうな意見の集約とかそういったものに限らずといいますか、私は基本的に

ここでは、法律がそういうふうになって、しているから是非協力してもらえないか。国の

ほうも今の形では高齢化してにっちもさっちもいかなくなったからということではないか

なと思います。非常に残念な、趣旨は理解できるのですが、経過としてはそういう経過が、

残念ながらあったんじゃなかろうかと思います。以上でございます。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：お尋ねになりました、一時借入金の５００万というのが少

ないんじゃないかというご指摘でありました。先ほど若干ご説明いたしましたように１９

年度から、４月からの運営は市町村の分担金が財源の主たるものでございます。４月早々

に市町村に分担金の請求を申し上げるんですけども、これがひとつの会計手続き等、若干

時間が必要ですので、４月末くらいにならんと連合の口座に入ってこないという、それま

での間、若干事務費等或いは給料等必要になると思っておりますが、５００万くらいあれ

ば概ね足りるんじゃないかなということで、５００万というふうにさせて頂いております。

ただ、翌年度２０年度になりますと、相当な額のものになるかと思います。 
  次の国・県の補助金の関係でございますけれども、存目で１，０００円しか計上してお

りませんけれども、ここら辺の考え方は、国の考え方は、先ほど交付税で措置するのが基

本的な考えだからということで、補助金は今のところ無い訳ですが、ただ一部ですね、こ

の広域連合内に先ほどの電算システムの関係で、サーバールーム等という電算機を設置す

るスペース等々の工事費が若干かかります。そういう経費については国が別途補助を出す

ということになっておりますので、そういうのが今のところいくらになるか分かりません

ので予算には計上していないのですけれども、そういう補助があった時の受け入れ存目勘

定として、今考えているところでございます。以上でございます。 
 
○議長（山口博君）：古川議員－２０番。 
 
○２０番（古川利光君）：そうしたら、さっき説明がありました色んなものについては各市

町に入れるので、それで分担金を払ってこれを運営するということですから、国からのこ

の連合に対する国からの直接の補助というのは無いというようなことで考えていいんです

か。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：先ほどちょっと触れましたけれども、直接補助がこの広域

連合にある分が一部ございます。先ほど説明したように電算関係のサーバールーム等の整
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備費ということで、直接連合に補助がなされるということで、補助制度が設けられており

ます。１９年度ですね。ただそれは電算の全体システム設計がどうするかというのが先程

来、説明しておるのですけどハッキリしておりません。うちの広域連合内にサーバールー

ムの設置をするか。どこか別の部署にそういうルームの設置をするかということもありま

すので、今は入ってくる補助金も存目に１，０００円だけにしておいて、実際に必要な場

合は次の補正予算等でお願いをしたいというふうに考えておるところでございます。以上

です。 
 
○議長（山口博君）：古川議員－２０番。 
 
○２０番（古川利光君）：これをした場合に、例えば今負担金を市・町が出してやっており

ますが例えばそのトータルと、或いは連合を作らないで各自がそれなりに電算について努

力をした場合と。やっぱりこうしたほうが相互に支えあうので医療を支えられると。しか

し、負担というのはどうなのかですね。変わるのか変わらないのか。やっぱり連合でして

おった方が、各分担金を出してしておった方がいいという形になるのか。その辺のメリッ

ト・デメリットというのはどういう事になりますか。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：お尋ねの各市町村でこの事務を行うか広域連合で広域的に

やるかという、メリットの問題でございますけれども、やはりこの高齢者医療制度の場合

は、今はこの高齢者というのは、前に説明しておったと思いますけれども、市町村の国民

健康保険でありますとか、その他の民間の、政管健保その他健保組合とかに入っておられ

る方達。こういった人たちを全部吸収して一本にしてやろうという制度でございますので、

そういう面からいったら、市町村で今やっております国民健康保険関係の事務、ここから

相当の方達が移行してまいりますので、国民健康保険の事務が相当軽減になる。それから

また老人医療の関係の現在市町村でやってもらっている事務につきましても、市町村との

間の、連合との間の事務の区分がございますけれども、それをやったら相当の部分が連合

の方に入ってくるという面で、市町村の方に事務量としてある程度の軽減がございます。

ただし、また新たに生じてくる事務も、例えば保険料の徴収事務とか、今まで無かったよ

うな事務も生じてくるということもございまして、そこら辺をプラスマイナスしたところ

でさてどうかというふうなところでございますけれども、やはり今後、現在はそういうこ

とでございますけれども、これから益々高齢者が増えていく、高齢社会になっていく中で

保険の運営主体として市町村が直接やるよりも、やはり広域的な運営主体でやっておいた

方が保険の運営主体としては、今後非常にその方が財政基盤その他都合がいいんじゃない

か。よりその方が効率的じゃないかというふうなことから、この広域連合で県下一本で制

度を設けて運営をしていこうという制度になっておりますので、今目に見えるところから
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言いますと中々ここでいくらでというのは出しにくいというところはございますけれども、

将来のことを考えますと、相当なメリット・効果があるんじゃないかというふうに考えて

おるところでございます。 
 
○議長（山口博君）：津田議員－２８番。 
 
○２８番（津田祐一君）：先ほどの横尾議員に関連致しまして、１点だけ事務局にお願いを

したと思います。電算システムについてでございますけれども、資料の１９ページの１３

節１４節の委託料及び使用料賃借料ということで数値が上がっている訳ですね。これはお

そらく仮見積もりを取ってここに数字をあげているんじゃないかと推測をする訳なんです

けれども、このコンピュータシステム等につきましてはメーカー等或いは契約の仕方等に

よって、大きな減額、差額が出てくるというふうに思うわけでございます。ですからこれ

が５年間、１０年間という事になりますと相当な金額にのぼってくる訳でございますので、

その辺のところは充分ですね精査をして、効率的な契約をしていただくように要望をした

いと思いますのでよろしくお願い致します。 
 
○議長（山口博君）：平田議員－９番。 
 
○９番（平田章君）：ただいまその予算について色々質疑がされておるところでございます

けれども、この電算機器の関係につきましても相当、今年度の予算としてはこれくらいだ

と思うんですけども、将来に渡ってはまだまだこれより増嵩してくるんじゃないかなとい

うことが考えられます。先ほどの質問の中でですね、保険の運営主体は広域でやった方が

メリットがあるんじゃないかという思いがあるというふうな説明でありましたけれども、

現在は、先ほどの１６ページですかね、県下の高齢者の人口というのは１９万５，０００

人おることになるわけですが、各市町においても、国保の運営については非常に財政的に

も困っておるところでございます。そういう観点から考えると将来的にはこの保険の分野

については全てこの広域連合でやるような形の方向を持って、まず第１点は７５歳後期高

齢者のみというか、後は国保についてもそういった形で全部取り込んでやるという事によ

って、今、電算システムを入れたその機械そのものの活用を大いに効果があがって来るん

じゃないかなと、そしてまた各市町村との連携も取れるんじゃないかなというふうに思う

わけですが。そういう点について、将来の考え方はどういうふうなお考えでしょうか。お

願いします。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：まず電算のシステムの関係の予算についてでございますが、

１９年度でお願いしておりますのは９，０００万円強の予算でございます。いろいろな経
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費合わせてですね。将来的には、先ほど説明を致しましたように５年のリース、ハード及

びソフトについてはリースということですから、概ね５年間は計画的なところで推移する

かというふうに考えております。更にまた１９年度には初年度経費・初度経費というのが

ある程度かかります。一番最初に立ち上げるための経費がですね。そういうのが１９年度

には入っておりますので、以降については若干少なくなっていくかというふうに考えてお

ります。今算定をして予算に計上しております金額については、一応ハード機器類ソフト

等につきましては国で仕様を示したものを基準にしていろんな業者、電算関係の業者あた

り等の見積もりを参考にしながら算定をしているところでございますが、実際契約となる

と、先ほど津田議員さんからもご指摘がありましたように契約の方法等しっかりやれば、

かなり効率的に出来るんじゃないかということもございますので、精一杯そういう事に努

めて、今の予算の計上額よりも出来るだけ少ないところで出来るようにやっていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 
  それからまた、将来の考え方ということでございますので、これは現段階で申し上げる

ものかどうかと思うんですけれども、今現在この制度は７５歳以上の後期高齢者医療制度、

７５歳以上の人を対象にした広域連合で、運営主体の保険者ということになっておるんで

すが、議員のご指摘がありました、国保とかいうこともありますが、国の方では市町村で

現在やっていただいております国民健康保険についても広域化を図りなさいというのは数

年前から既に計画を出しているところでございます。ただし私どものこの高齢者の広域連

合では、現在のところまだ国保をどうするとか、介護がどうだとかいうふうな事は検討課

題には挙げてはおりません。ずっと先の将来の課題ではないかというふうに考えておりま

す。以上でございます。 
 
○議長（山口博君）：平田議員－９番。 
 
○９番（平田章君）：一応説明については理解は致しますけれども、ずっと先の将来の予定

というよりも、やはりこういう県下の広域連合ということを組織したならば、それは他の

面でも活用できるような形で取り組みをするという目標を持って私は今からやるんじゃな

いかなと思っております。そういう点については、連合長どういうふうにお考えでしょう

か。お尋ねします。 
 
○議長（山口博君）：連合長。 
 
○連合長（伊藤一長君）：ただいまのご質問にお答えしたいと思います。今の質疑のやり取

りを通してみまして感じますのは、大体議員の皆様方、理事者の皆様方を含めてでござい

ますけれども、国の政策というのが、確かに超高齢化社会に入って今介護保険とか社会保

険も持ちこたえなくなって医療制度そのものの根幹を揺るがす問題だということを含めた

形の、こういう７５歳以上の後期高齢者医療をするという、趣旨とか、将来性とかいうの
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は一定理解出来る訳ですが、国が今色々示されているのは、どちらかと言えば長期計画で

はなくて、まあ中期計画というか短期計画というか、まあ「思いつき」と言ったらちょっ

と言いすぎですけれども、そういう計画性とか継続性とか、どうもその欠けている嫌いが、

私はするわけです。ですから今、議員のご指摘の将来的にどうだろうかという事を含めて、

まあダブっている部分もあるんじゃないかと。 
  例えば今の議論をお聞きしまして、私は長崎市の方を今お預かりしているわけですが、

長崎の場合は、皆様方の自治体もそうだと思いますが、６５歳以上の方の名簿はコンピュ

ータに入力済みでありまして、包括介護支援センターも地域支援も全部配置されていまし

て、そこはもう全部名簿は持っているわけですので、そことの関係はどうなるのか。国の

交付税とか、最初の初期投資の補助金を出すとか言っているけれども本当にどこまで来る

のかと。最初は、出だしはそういうふうな表現は大体往々にされますけれども、実際、フ

タを開けて進み出したら自分たちが思ったほど来ていないじゃないかということで、それ

ぞれの自治体が大変なご苦労をされているということを私も熟知しておりますので、そう

いう事を含めたら、先ほど重みのある質疑をさせていただいて感じますのは、まず予算を

通させていただいて、中身はキッチリ有利な財源を使いながら、今まで既存の自治体でさ

れているそういうものをどう活用するのか、そしてそれぞれの自治体の負担を、将来的に

軽くもっていくのかという事を目指した形でお互い努力していくということしか、もう現

段階では言えないんじゃないかなと。国のほうも色々出だしはそういうふうに言っており

ますけれども、実際の中身はもう伴わないケースも、残念ながらあると思うんです。その

事を視野に入れながら、議会の皆様のご指導を頂きながら、しっかりとこの制度を、そん

なに大きな負担にならないような形で運営のほうを頑張ってまいりたいというふうに思い

ますので、よろしくお願い致したいと思います。以上です。 
 
○議長（山口博君）：それでは、これをもちまして議案第３１号に対する質疑を終結したい

と思います。それぞれの議案につきましての採決につきましては、予定をいたしました時

間が少し超過を致しましたので、この辺で午前中の会議を一時休憩をいたしまして、午後

１時から再開をしたいと思いますのでよろしくお願いします。 
 
       １２時０５分 休憩 
       １３時００分 再開 
 
○議長（山口博君）：それでは、午前中に引き続き会議を開きます。これより各議案ごとに

順次討論、採決を行います。まず、議案第１９号「長崎県後期高齢者医療広域連合議会の

定例会の回数を定める条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
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○議長（山口博君）：なしの発言でございます。これをもちまして討論を終結し、採決をい

たします。「議案第１９号」はこれを原案どおり決定することにご異議ありませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第１９号」は、原案どおり可決されまし

た。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第２０号「長崎県後期高齢者医療広域連合監査委員条例」

に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしとの発言にございます。これをもって討論を終結し、採決をいた

します。「議案第２０号」はこれを原案どおり可決することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第２０号」は、原案どおり可決されまし

た。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第２１号「長崎県後期高齢者医療広域連合情報公開条例」

に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：これをもって討論を終結し、採決をいたします。「議案第２１号」はこ

れを原案どおり決定することにご異議ありませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第２１号」は、原案どおり可決されまし

た。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第２２号「長崎県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条

例」に対する討論に入ります。 
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   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決をいたし

ます。「議案第２２号」はこれを原案どおり決定することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議がありませんので「議案第２２号」は、原案どおり可決されま

した。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第２３号「長崎県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人

情報保護審査会条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：これをもって討論を終結し、採決いたします。「議案第２３号」はこれ

を原案どおり決定することにご異議ありませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第２３号」は、原案どおり可決されまし

た。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第２４号「長崎県後期高齢者医療広域連合行政手続条例」

に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：これをもって討論を終結し、採決をいたします。「議案第２４号」はこ

れを原案どおり決定することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議がありませんので「議案第２４号」は、原案どおり可決されま

した。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第２５号「長崎県後期高齢者医療広域連合実費弁償に関す
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る条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：これをもって討論を終結し、採決をいたします。「議案第２５号」はこ

れを原案どおり決定することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第２５号」は、原案どおり可決されまし

た。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第２６号「長崎県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表

に関する条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決いたしま

す。「議案第２６号」はこれを原案どおり決定することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第２６号」は、原案どおり可決されまし

た。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第２７号「長崎県後期高齢者医療広域連合議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：これをもって討論を終結し、採決いたします。「議案第２７号」はこれ

を原案どおり決定することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第２７号」は、原案どおり可決されまし

た。 
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○議長（山口博君）：次に、議案第２８号「長崎県後期高齢者医療広域連合と長崎県との間

の公平委員会事務の委託に関する規約」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしの発言でございます。これをもって討論を終結し、採決をいたし

ます。「議案第２８号」はこれを原案どおり決定することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第２８号」は、原案どおり可決されまし

た。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第２９号「長崎県市町村総合事務組合への加入について」

に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：これをもって討論を終結し、採決をいたします。「議案第２９号」はこ

れを原案どおり決定することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議がありませんので「議案第２９号」は、原案どおり可決されま

した。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第３０号「長崎県後期高齢者医療広域連合広域計画の策定

について」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なしの発言であります。これをもって討論を終結し、採決をいたしま

す。「議案第３０号」はこれを原案どおり決定することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
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○議長（山口博君）：ご異議ありませんので「議案第３０号」は、原案どおり可決されまし

た。 
 
○議長（山口博君）：次に、議案第３１号「平成１９年度長崎県後期高齢者医療広域連合一

般会計予算」に対する討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：これをもって討論を終結し、採決をいたします。「議案第３１号」はこ

れを原案どおり決定することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議がありませんので「議案第３１号」は、原案どおり可決されま

した。 
 
○議長（山口博君）：次に、日程１０同意議案２号「長崎県後期高齢者医療広域連合監査委

員の選任について議会の同意を求めることについて」を議題といたします。本件は、地方

自治法第１１７条の規定により徐斥の必要がありますので、初手議員の退場を求めます。 
 
○議長（山口博君）：監査委員を選任することについて連合長の説明を求めます。 
 
○連合長（伊藤一長君）：〔登壇〕同意議案第２号は、長崎県後期高齢者医療広域連合監査委

員の選任について議会の同意を得ようとするものでございます。識見を有する者から選任

する監査委員でございますが大島和己君。そして議会の議員のうちから選任する監査委員

につきましては、川棚町選出の初手安幸君を選任致したいと存じます。いずれも適任かと

存じますので、皆様方のご決定を賜りますようによろしくお願い申し上げたいと思います。

以上でございます。 
 
○議長（山口博君）：これから、同意議案第２号「長崎県後期高齢者医療広域連合監査委員

の選任について議会の同意を求めることについて」を直ちに採決することにご異議ござい

ませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議がありませんので採決をいたします。 
 同意議案２号「長崎県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について議会の同意を求め
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ることについて」は原案のとおり、大島和己君、初手安幸君に同意することにご異議ござ

いませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：異議なしと認めます。同意議案２号「長崎県後期高齢者医療広域連合

監査委員の選任について議会の同意を求めることについて」は、同意することに決定いた

しました。初手議員の入場を求めます。 
 
○議長（山口博君）：次に、日程１１「選挙管理委員会の委員及び補充員の選挙について」 選
挙を行います。お諮りをいたします。選挙の方法と致しましては、地方自治法第１１８条

の規定により投票による方法と指名推選の方法がありますが、議長による指名推選の方法

でご異議ございませんでしょうか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議がないと認めます。よって選挙の方法は、議長の指名推選によ

って行うことに決定をいたしました。 
 
○議長（山口博君）：これより、選挙管理委員会の委員について、お手元に配布いたしてお

ります名簿のとおり議長より指名をいたします。阿部利雄君、園田洋一郎君、浅井春千代

君、井石嘉明君、以上４名を指名をいたします。お諮りいたします。ただいま指名いたし

ました４人を選挙管理委員会の委員の当選人に決めることにご異議ございませんでしょう

か。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました、阿部利

雄君、園田洋一郎君、浅井春千代君、井石嘉明君が選挙管理委員会の委員に当選されまし

た。 
 
○議長（山口博君）：次に、選挙管理委員会の補充員について、お手元に配布いたしており

ます名簿のとおり議長より指名をいたします。なお、補充の順序につきましては、指名の

順序によって定めたいと思います。大串近男君、石田博之君、福田敏君、桑村利規君、以

上４人を指名をいたします。お諮りいたします。ただいま指名いたしました４人を選挙管

理委員会の補充員の当選人に定め、補充員の順序は、指名の順序のとおり定めることにご

異議ございませんか。 
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   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました、大串

近男君、石田博之君、福田敏君、桑村利規君が選挙管理委員会の補充員に当選され、補充

の順序は、指名の順序のとおりと決定されました。 
 
○議長（山口博君）：次に日程１２議員提出議案第３号「長崎県後期高齢者医療広域連合長

の専決処分事項の指定について」を議題とし、提案理由の説明を求めます。２５番、前田

哲也議員 
 
○２５番（前田哲也君）：〔登壇〕長崎市選出の前田哲也でございます｡どうぞよろしくお願

いいたします｡ただいま議題となりました議員提出議案第３号｢長崎県後期高齢者医療広域

連合長専決処分事項の指定について｣につきまして提案理由を申し上げます。この議案につ

きましては､過日､全議員の運営協議会で協議いただきました結果をもとに制定しようとす

るものであります｡内容は､地方自治法第１８０条第１項の規定により､議会の権限に属す

る軽易な事項のうち､連合長において専決処分できる事項を指定しようとするものでござ

います｡案文につきましては、お手元に配布いたしておりますので、朗読を省略させていた

だきます。よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。以上で提案理

由の説明を終わります。 
 
○議長（山口博君）：ただいまから、「議員提出議案第３号」に対する質疑に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ないようですので、これをもって質疑を終結し、討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：これをもちまして討論を終結し、採決いたします。「議員提出議案第３

号」は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議がありませんので、「議員提出議案第３号」は原案のとおり可決

されました。 
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○議長（山口博君）：日程１３「議会運営委員会委員の定数及び委員の選任について」を議

題といたします。まず、議会委員会条例第２条の規定に基づき、定数を決定したいと思い

ます。定数を８人と決定したいと思います。お諮りをいたします。委員の定数を８人とす

ることに決定することにご異議ございませんでしょうか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：  異議なしと認めます。よって、議会運営委員会の委員定数は、８人

と決定いたします。次に、議会運営委員会の委員並びに正副委員長の選任を行います。本

選任については、お手元に配布いたしております名簿のとおりそれぞれ選任することにご

異議ございませんか。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 議会運営委員会選任名簿 
    （定数 ８人） 
委員長  古川 利光 
副委員長 安富 安雄 
委員   福島 満徳 
同    山本 大寛 
同    川渕 喜代美 
同    柿森 誠 
同    大久保 進 
同    横尾 章二郎 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議なしと認めます。よってそのとおり選任することに決定いたし

ました。 
 
○議長（山口博君）：次に、議会運営委員会の所管事項に関し、議会閉会中の付託事件とし

て、お手元に配布のとおり付託することと致したいと思いますがご異議ありませんか。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 議会閉会中の委員会付託事件について 
委員会名 
 議会運営委員会 
付託事件 
   ○議会の運営に関する事項 
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   ○議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 
   ○議長の諮問に関する事項 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議がないと認めます。よって、そのとおり決定をいたしました。 
 
○議長（山口博君）：お諮りいたします。１４番町田議員から一般質問の申し出があってお

りますので、これを日程に追加することにいたしますが、ご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議がないと認めます。日程１４一般質問を追加いたします。 
 これより一般質問を行いますが、質疑につきましては運営協議会の申し合わせにより、答

弁を含め３０分以内と致します。１４番、町田議員。 
 
○１４番（町田正一君）：〔登壇〕それでは通告に従いまして一般質問を行わせていただきた

いと思います。正直言いまして私もこの広域医療連合が何のために設立されたのかさっぱ

り解りませんで、先ほど古川議員の方が質問してくれてですね、私一人勉強不足じゃなか

ったのかと非常に心配しておりましたけれども、実は安心しました。 
  まあ国は、要するに高齢者にかかる医療費を抑制するために、今回県単位の後期高齢者

医療広域連合を結成し、まあ当議会を発足したわけでありますが、結局今回国が出してい

る法案の骨子が、これまでの世帯主が負担していた後期高齢者の負担分を、７５歳以上の

世帯から、７５歳以上の高齢者を切り離してその方達の年金の中から、平均月にまあこの

前の説明を受け大体６，２００円の保険料をこれまでの介護の被保険者と同じように年金

から天引きして行こうという、新たな負担を国が求めているだけのことだと、正直言って。

私はそもそも何のために多額の事務経費を使ってこの広域連合を作ったかどうかというの

を、非常に解らんかったんですが、結局それに尽きることだと、正直言って思っています。

先ほど連合長からも、同様の趣旨の発言があったのかどうか知りませんけれども、まぁそ

ういうふうな形だったんですね。本当にこの機能、この連合は今後きちんとやっていける

のかどうか、私は非常に心配をしております。まずは３０分の時間なんで質問順に従って

一般質問を行いたいと思います。 
  まず後期高齢者の県内の医療状況は、我々離島は、特に対馬・壱岐・五島、それに付随

する島しょ部と本土では大変な格差が存在しているということであります。長崎県はおそ

らくこの広域医療連合の運営が非常に全国でも、非常に難しい地域のひとつだと考えられ

ますが、長崎県においては、こういった離島の医療状況を無視して広域連合の話を進める



- 46 - 

訳にはいかないです。私は強く訴えたいと思います。特にですね、まあ特にということも

無いですが、例えば我が壱岐市においては、二次医療機関として市民病院があるわけです

が、ご多分にもれず医師不足が専門医不足が、緊急の場合は特に７５歳ともなれば、もう

大体がんか脳梗塞か心臓発作とか、そういった緊急性が必要なものがほとんどで、その方

達はほとんど、大村の医療センターなりその他の医療センターにヘリコプターで運ばれて

行きます。高齢者の負担も大変なんですが、入院が長期に渡るために、離島からそういっ

た大村その他に行く交通費・宿泊代それからその他諸々の経費だけだって、本土におられ

る皆さん方には考えられないような経費がかかります。私の母も５年半前に脳内出血に倒

れて、大村に夜中にヘリコプター運ばれて５年間は、今でもまだ介護中ですけど、正直言

って経済的にも非常に大変なんですね。今回の分で激変緩和期間は設けられているとはい

え、私は基本的に県内一律の保険料の設定はそもそも、現状の県内の医療状況にここまで

乖離があれば、県内一律の保険料の設定は基本的には無理ではないかと思っております。

そこでまず質問の第１点なんですが、県内の後期高齢者の年間医療費の一人当たりの乖離

差。これについて連合の方は、理事者側はどう考えられているのか、まずそれをお答え願

いたい。 
  また県内一律の保険料は、国保でも地域特例という形でありますけれども、離島の状況

を考えてみれば、離島に対しては恒久的な減免措置が図られるべきである。私は思います

が、それについてどう考えておられるかどうか、お答え願いたい。 
  ３番目に保険料率の決定の時期は、多分年に２回の議会であれば次の議会の開催前に事

務方から、多分出されるんだと思いますが、わずか年２回の議会で、私はこれを決定する

のは非常に安易すぎると。そこで決定の時期と、それから議長に対してひとつお願いです

が、併せて議長には、次回のこういった保険料が決定される前に特別委員会を設置してこ

の保険料に関する特別委員会を設置していただいて、この件に関する精査を是非行ってい

ただきたいと。それを是非、議会運営委員会の方でお諮り願いたいというふうに提案いた

したいと思います。 
  次に今回の広域連合の保険料の徴収に関してであります。理事者側は、まあ要するに一

番簡単な年金から天引きされる被保険者が大体どの程度だと考えられておられるのか。多

分、介護保険よりもはるかに低い割合になるんじゃないかと私は思っておりますが、残り

の分の徴収については、市町村にその徴収義務を負わせるということになると、現在壱岐

市でも国保それから住宅・水道・固定資産税、まぁ市税に関するですね、非常に滞納状況

が非常に多くなっておりまして、職員はもう特別チームを作って今その滞納の解消に大わ

らわの状況であります。これ以上の徴収義務を市町村に負わせることは、非常に困難であ

ると私は考えておりますが、その点について、事務当局はどうお考えになっておられるの

かどうか併せてお尋ねいたします。 
  答弁によっては、自席のほうから再質問致したいと思います。以上です。 
 
○議長（山口博君）：連合長。 
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○連合長（伊藤一長君）：〔登壇〕壱岐市選出の、自らの体験も含めた、町田正一議員のご質

問にお答えいたしたいと思います。私のほうからお答えさせていただきまして、補足の方

は事務局の方から答弁いたしたいと思いますのでご了承をお願いしたいと思います。 
  まず第１点目の、後期高齢者医療の保険料につきましてでございますが、「高齢者の医

療の確保に関する法律」第１０４条第２項におきまして、後期高齢者医療広域連合区域内

で均一保険料が原則とされております。しかしながら議員ご指摘のように、離島その他の

医療確保が著しく困難な地域がたくさんございまして「離島等の特例」といたしまして恒

久的な措置を受け、広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料を、地域単位

で不均一料金として設定できることとなっております。なお、この「離島等の特例」の基

準につきましてでありますが、無医地区のように近くに医療機関がなく、かつ医療機関へ

のアクセスが困難である地域とする方向で、国において検討がなされているところでござ

います。また、市町村における一人当たりの老人医療費が、広域連合の平均医療費に対し

まして、一定以上低く乖離している区域に住所を有する被保険者につきましては、経過措

置がございまして、平成２０年度から６年以内を限度として、市町村の区域単位で、広域

連合の条例で定めるところによりまして算定された保険料率に基づく保険料を、不均一保

険料として賦課することができることとされているところであります。 
  本広域連合といたしましては、保険料を当然のことながら、後期高齢者医療に要する費

用に充てるための重要な財源と考えておりますが、被保険者の負担の公平を考慮しながら、

併せて地域の実情も勘案をしながら、適正な保険料賦課を行ってまいらなければならない

と考えておるところでございます。 
  次に、保険料率の示される時期についてでございますが、平成２０年度から２１年度ま

での２年間の算定期間における療養の給付等に要する費用あるいは被保険者の所得状況等

を、保険料算定に必要なデータを、本年７月から９月までの時期に把握をいたしまして、

保険料率等の案を１１月の開催予定の臨時会にお諮りさせていただければというふうに考

えておるところでございます。 
  次に、保険料の徴収事務についてでございますが、保険料の徴収方法につきましては、

「高齢者の医療の確保に関する法律」第１０７条において、特別徴収と普通徴収の方法に

よらなければならないというふうにされております。本県の被保険者数は、平成２０年度

約２０万人と議員ご指摘のように推計いたしておりまして、このうち約８割の方々が年金

からの特別徴収の対象となるのではないかというふうに考えております。 
  なお、国が政令及び通知で示している広域連合と市町村間の事務分担のうち、保険料率

の決定や保険料の賦課決定の事務は、広域連合で行いますが、保険料の徴収事務につきま

しては、市町村の事務とされております。 
  また、年金から直接天引きされる特別徴収の方法により見込まれる保険料の収納率は、

１００パーセントとみておりますが、普通徴収の収納率につきましては、本県における介

護保険料を参考に致しますと、平成１７年度で８９．７パーセントとなっております。し
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たがいまして、各市町におかれましては、保険料が新しい後期高齢者の医療制度を支える

貴重な財源であるということ、また、住民の負担の公平を考慮のうえ、徴収事務の体制整

備をお願いさせていただきますとともに、本広域連合といたしましても、各市町と連携を

密にとりながら、保険料の確保に努めてまいらなければならないというふうに考えておる

ところでございます。以上、私の答弁とさせていただきたいと思います。 
 
○議長（山口博君）：ただいま町田議員から保険料率の決定には特別委員会を設置して、精

査することが提案されましたが、保険料に関する条例は１１月の臨時議会に提案する予定

であると連合長から答弁がありました。 
  保険料率は、大変重要な課題であり、議員各位も関心があられると思いますが、本会議

で全員で審議するか、特別委員会を設置して審議するか、次回以降の議会運営委員会で協

議していきたいと思いますけれども、いかがでございますでしょうか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議がないようでございますので、それではそのように取り計らう

ようにいたしたいと思います。事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：ただいま、連合長の答弁の中で若干漏れた部分について補

足を申し上げたいと思います。医療費の乖離の問題でございますが、本日お手元に配布を

しております「その他の資料」という表紙がございます。その一番最後のページに「年度

別市町村老人医療費調べ」という１５、１６、１７年度の各市町村別の、これは現状の老

人医療費の状況でございますけれども、データを掲げております。このように一人当たり

１７年度で見ていただきますと、県下平均では９４万５，４２５円というふうなことにな

っておるわけですけれども、それぞれの市町村において相当の乖離があるというふうなこ

とになっておるところでございます。以上でございます。 
 
○議長（山口博君）：町田議員－１４番。 
 
○１４番（町田正一君）：勿論、今のところ、全県内均一保険料の原則というふうなことに、

国のガイドラインとしても示されておるわけだと思うんですが、今のところ離島特例とし

て、出されているのがまったく無医村地区みたいな形でしか出されてないですが、非常に

あいまいですね。たとえば壱岐なんかも他の離島も全部そうだと思うんですが、周辺部に

も小さな島を私どもも抱えております。ここは正直言って医者はおりません。そういった

周辺の住民に対する部分についてはどうなっているのか。或いは無医村地区については軽

減措置を恒久的に認めるということになると、離島と長崎市みたいなところと、同一の保

険料率というのは、私は基本的にはありえないだろうと。現状から考えて。離島の置かれ
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ている状況を。たぶん広域連合長もご存知だと思います。７５歳以上の後期高齢者で、年

金から毎月六千なんぼずつ取っていかれるわけですけれども、そこまでするんであれば、

基本的には同一医療処遇みたいなのもある程度やっぱりもう少し。まあ県の方も今ドクタ

ーヘリとか導入して、離島医療のほうに少しずつ手を差し伸べてきていておる状況ですけ

れども、離島がかかえる老人医療の処遇状況というのは非常に深刻なものが正直言ってあ

ります。まともには、この辺について、特に私たちの市民病院なんかもう末期医療という

か、７５歳以上についてとか、がんとか脳内出血とか脳外科とかですね、心臓病とか慢性

の腎とか腎炎とかなると全く手付かずというか、全くそこの医療処遇はすぽんと抜け落ち

てですね、ほとんどが大村とか福岡にみんな通っております。家族の負担もですね、皆さ

んが考えておられる医療費以上に、むしろそういった家族の負担の方がたいへんなんです

よね。それを考えたら、私はこういった均一保険料は長崎県においては特に、こういった

日本一ですね離島を抱えておる長崎県が全県一律の保険料を、適用すること自体私は非常

に問題があると考えておりますが。再度連合長この辺ですね、保険料率について再度です

ね、勿論同一が原則でしょうけれど、長崎県においては特に地理的状況から医療事務がこ

こまで乖離しているわけですね。保険料率についても当然乖離があっていいんじゃないか

と私は思いますけれども、再度そういったところを考慮する余地があるのかどうか連合長

のほうにもう一度お尋ねいたします。それが第１点です。 
  それから第２点目です。徴収義務については、まあ特別徴収の分は、勿論年金から天引

きされるわけですから、ほとんど１００％徴収が出来るはずなんですが、私が素朴な質問

で申し訳ないんですが、このまえ説明を聴いたら、国民年金５３万円もらっておる人から

も大体標準ベースで月６，２００円天引きされるということをですね、年額１８万円の年

金もらっておる人から月９００円。これ正直言って、年金１８万の人から保険料を取ると

いうこと自体が、私はもう不愉快でたまらないんですよね。しかも５３万くらいの年金だ

ったらですね、私の母親もそうですけどね、もう医療費にも届かないような状況です。こ

の人たちから天引きするっていうのがそもそもこういったことが非常に私は不愉快でたま

らないんですけれども、残りの分については、まあこれは今日ちょっと最初の議会なんで、

一般質問についてもなかなか説明を求めるだけになってしまいますけれども、こういった

天引きの保険料率については、この広域連合は決定する権限があるのかどうか。そもそも。

それもちょっと併せて連合長のほうにお尋ねしたいと思います。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：ただいまお尋ねのですね、離島。特に離島の中でもまた離

島と言われる地域、そういうところ或いは無医地区と言われるようなところの医療の格差

の問題だというふうに考えております。先般もご説明したかと思いますけれども、この保

険料の設定につきましては、無医地区というふうな地域、概ね半径４キロ以内のところそ

ういう区域の中に医療機関が無い地域とかいうふうないろんな規定がございます。この無
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医地区の範囲につきましては、厚生労働省で地域を定めてございます。その定められた地

域・区域の中にあっては、今回の制度の中でも、これは恒久的な軽減措置として保険料を

半額にするという様な事が出来るようになっております。ただ、これは広域連合の判断と

いうふうな事でございますので、後日保険料等をご審議願う際に検討していただければと

いうふうに思います。 
  それからまた、医療費の格差に伴う保険料の制定の方法でございますが、先ほどの資料

もございますように、各市町村間に医療費の格差が相当ございます。そういう格差がある

ところに均一の保険料を徴収するということについてはいかがかというふうなことだと思

いますけれども、今回の制度の中ではこの保険料につきまして格差があるところ、一定以

上の格差があるところにつきましては、６年間を限度として軽減措置を図ることが出来る

ようになっております。更にまた、この軽減したものの財源不足につきましては国・県等

でもってこれを補填をするという仕組みになっておりますので、この医療費の格差に伴う

保険料の軽減についても、これは広域連合における判断ということになりますので、保険

料を制定する際に議会の方ともよく相談しながら調整をしていく必要があるんじゃないか

というふうに考えておるところでございます。 
  それから、保険料の徴収の問題でございますけれども、先般の説明でも大体平均で行き

ますと６，２００円くらいの保険料になるんじゃないかと、これは国の試算でございます。

わが県の試算ではございませんけれども、国ではそういうふうな数字を標準的な保険料月

額というふうに発表をしておるところでございます。これは平均でございまして、先ほど

議員のご指摘がありましたように年金が１８万以下とかいう、非常にこの、低所得の方々

につきましては、軽減の措置ができるようになっております。例えば年金１８万以下で９

００円というお話があったんですけれども、これも一番の低所得の方々につきましては、

国が発表しております１人当たりの月額保険料は９００円ということになっております。

この９００円が高いのか安いのかということだと思いますけれども、これは現状の国民健

康保険、全ての方が国民健康保険なりあるいは一部被用者保険の被扶養に入っておられる

方もあられると思いますけれども、国民健康保険の場合は、均等割と言うことで保険料の

負担を頂いております。所得が非常に少ない方であれ現状の国民健康保険の負担を頂いて

いるところでございます。今度の新しい制度の中でも、軽減をした中で最低一人月額９０

０円という程度でございますので、この金額を現状の国民健康保険と考えた場合には、そ

んなに負担が増えるということではなく、あんまり変わらないんじゃないかなというふう

に現状考えておるところでございます。この制度が発足することによって、非常にたくさ

んの保険料を負担していただくというふうなことには、低所得者の場合には余りあたって

こないんじゃないかなと、現状とあんまり変わらないくらいになるんじゃないかなという

ふうに考えておるところでございます。 
  それでは先ほどの質問に戻りますけれども、地域の中で格差がある医療機関とか或いは

医療設備等の差がある中での保険料の賦課は、差がある地域は問題があるよというような

ご指摘だったんですけれども、まあこういう話が当たるかどうか解りませんけれども、例
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えば現在の保険制度の中の政管健保、これは中小企業の方達が入っておられる保険でござ

います。それから健保組合、これはいわば大企業の方達が入っておられる保険でございま

す。こういう保険の方達は全国、健保組合の場合は組合によって違いますけれども、政管

健保の場合は全国一律の保険料率で、全国で医療費の格差が、医療費が非常に高いところ、

おっしゃられるように離島等非常に低いところ、あるわけでございますけれども、政管健

保の場合は、全国一律に給料に対して率がかかり、地域によって差はないというふうなこ

とで保険の制度は成り立っております。これとこの後期高齢者医療制度が直ちに同列で全

国一律・県内一律とはなかなか言いにくいところもございますけれども、そういうふうな

保険の制度もある事でもございますし、この後期高齢者医療制度の中でも原則は保険料は

均一と、ただし６年間はそういう医療費格差がある場合は、そういう激変緩和措置を設け

ていくというふうな事がこの制度の中でうたわれているところでございます。その取扱い

は、今後連合の中で検討していただきたいかと思っているところでございます。以上でご

ざいます。 
 
○議長（山口博君）：（１４番との声あり）時間がまいりましたので、（ひとつだけとの声あ

り）１つだけどうぞ。町田議員－１４番。 
 
○１４番（町田正一君）：あの、基本的に私は後期高齢者医療連合は、この保険の成立から、

先ほど答弁された今までの保険システムとは違うと思っているんですよ。正直言って。何

故かというと、それより年齢が例えば若い人とか、或いは先ほど言われた国民健康保険だ

とそうだと思うんですけど勿論、保険料が違ってても、地域医療サービスが違っていても

医療格差があっても、それは全部均一なんだと言われたらそうなんですよ。ところが７５

歳以上とか言ったら、動こうにも動けないんですよ。引っ越そうと思っても引っ越せない

じゃないですか。私は今までの健康保険とは、この分については全く成立は違うだろうと

正直言って思ってます。 
  それから、最後にちょっと一点だけ、すみません議長。先ほどですね、無医地区につい

ては、離島の特例として認めることが出来るけれども、じゃあ長崎県でも壱岐とか対馬と

か五島みたいに病院はある。たしかに非常に不便ですけれども、不充分だけれどもあると

いう場合はですね、今後例えばこういった議会の中の話し合いとか事務方の話し合い等、

あるいは委員会の話し合いの中で、そういった離島の特例を認めることが出来るのかどう

か。その一点だけちょっと確認しておきたいと思います。 
 
○議長（山口博君）：事務局。 
 
○企画監兼次長（小川政吉君）：先ほども申し上げましたように、今年の秋１１月くらいに

この保険料に関する条例を制定したいというふうに考えているところでございますが、そ

の際にこういう無医地区の問題あるいは医療費格差の地域の問題の保険料を如何にするか
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というのは、各市町村の担当あるいは市長・町長さん方、そこらへんともよく協議をしな

がら進めていくことだと考えております。 
 
○議長（山口博君）：連合長。 
 
○連合長（伊藤一長君）：時間もまいったようでございますが、せっかくの機会でございま

すので、一言私のほうからも答弁させていただきたいと思います。非常に短時間の中で勉

強されまして的を得た鋭い質問でございました。本来ならば、先ほどの午前中古川議員さ

んの先般の質問もでございますが、国会の論戦の場でこの種の法律の制定をする時に、こ

ういう細かい部分まで含めた、特に今弱者と申しますか地形的な・地域的なハンディがあ

ると申しますか、それを含んだ形の論戦をきちっとした形で、この種の法律を作るべきだ

ったと。残念ながら流れとしては、法律は出来たが後はそれぞれ各県でこういう、この種

の連合の設立をやって下さいよと言うことですが、果たしてその地域の実態に即さない面

が多々あるわけでして。それともうひとつ、非常に憂慮されますのは、県がどうだこうだ

という議論も当然あるわけですが、県自体も、例えば九州管内からみましたら、或いは日

本の今の安倍内閣の流れから行きましたら、いわゆる道州制を導入しようじゃないかとい

うひとつの議論の、ある意味の新しい国のあり方というのを考えておられます。そうなっ

た場合には、県の負担自体も今後はおそらく相当きつくなってくる。現状でも個々の政策

で相当財源を出したいんだけれども、もう先立つものが無いと、全て非常に厳しくなって

いることも含めて、この医療制度に対する各種助成の問題、予算的な問題等々も私はあま

り期待できないではないか。それかといいまして各基礎自治体がそれなりの財源が体力が

あればいい訳ですが、そういう自治体はないよというふうになりますし、高齢化は進んで

いると、ここだけは先に先行しているという実態でございます。今日は各２３自治体の議

員の皆さん方もいらっしゃいますし、町村会の会長さんもいらっしゃいますし、市長会の

光武市長さんもいらっしゃいますし、平瀬町長さんもいらっしゃいます。それぞれ、今後

やっぱり県として、このいわゆる連合の議会運営のあり方・経過の中でおそらく県の町村

会、県の市長会そして長崎県を巻き込んだ形で、国のこの制度に対する補完といいますか、

そういうのをどうするのかというのが今後のおそらく議題、残念だけど現実としてはそう

ならざるを得ないのかなということを直視しながら、やはりよく私どもも皆様のご指摘等

を着々整備させていただきながらの今後の運営になるのではなかろうかなと思いますので

よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 
 
○議長（山口博君）：以上で一般質問を終わります。 
 
   〔議長と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：２３番、山本議員 
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○２３番（山本大寛君）：２３番、山本でございます。先ほどからの議論でも確認ができま

すが、各自治体は地方交付税の削減に伴い厳しい財政状況にあると、このような前提の下

で、後期高齢者医療制度に係る財政措置の充実を求める意見書を国に提出すべきだと、こ

ういう考え方のもとで、議会運営委員会で協議をお願いしたいと思います。暫時休憩を求

めたいと思います。 
 
   〔議長と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：２７番、福島議員 
 
○２７番（福島満徳君）：ただいまの山本議員の休憩を求める動議に賛成いたします。午前

中の質疑にもありました様に、私も各市町の財政負担を心配しております。その様な意見

書ならば是非議運を開催し協議していただきたいと思います。 
 
   〔議長と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：初手議員－６番。 
 
○６番（初手安幸君）：６番。ただいまの山本議員の動議に私も賛成いたします。 
 
○議長（山口博君）：ただいま山本議員から休憩の動議が提出され、所定の賛成があります

ので、動議は成立いたしました。直ちに議題といたします。本動議のとおり暫時休憩する

ことにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：異議ないようですので、暫時、休憩をいたします。直ちに議会運営委

員会を開催してください。 
 
       １３時４９分 休憩 
       １４時０６分 再開 
 
○議長（山口博君）：会議を再開いたします。お諮りいたします。古川議員他７名より議員

提出議案第４号「後期高齢者医療制度に係る財政措置の充実を求める意見書について」が、

お手元に配布いたしておりますとおり、提出されておりますので、日程に追加し、直ちに

議題とすることにご異議ございませんか。 



- 54 - 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
議員提出議案第４号 
   後期高齢者医療制度に係る財政措置の充実を求める意見書について 
上記議案を別紙のとおり提出する。 
 平成１９年２月２日 
             議員   古川 利光 
             議員   安富 安雄 
             議員   福島 満徳 
             議員   山本 大寛 
             議員   柿森 誠 
             議員   大久保 進 
             議員   横尾 章二郎 
     後期高齢者医療制度に係る財政措置の充実を求める意見書 
  平成１６年度からの三位一体改革により、地方に一定の財源移譲が実現したものの、地

方の裁量度が高まる内容には至らず、地方交付税の削減とあいまって、地方自治体は極め

て厳しい財政運営を余儀なくされている。 
  このような状況において、平成２０年度から新たな後期高齢者医療制度が創設されること

になり、本県でもその運営主体となる広域連合を設立し準備を進めているところである。 
  しかしながら、広域連合に派遣する職員の人件費、電算システムの構築費など広域連合

に対する市町村の負担金及び市町村の電算システム改修費などについては、一定の財政措

置はあるものの市町村にとって新たな財政負担が生じるものと懸念されているところであ

る。 
   よって、後期高齢者医療制度が創設に伴う財政負担が、地方財政をより圧迫することの

ないよう、国に対して、次のことを強く要望する。 
                  記 
１ 後期高齢者医療広域連合に派遣する職員の給与費については、市町村内での職員振り替

えによる地方財政措置が予定されているが、他の部門へしわ寄せすることなく、必要人員

の純増措置を適切に行うこと。 
２ 後期高齢者医療広域連合の運営に必要な経費に対する市町村の分担金は、地方財政措置

とされているが、必要十分な措置を行うこと。 
３ 後期高齢者医療制度に伴う市町村の電算システム改修経費は、補助金が予定されている

が、補助率等の見直しを行い、市町村の財政負担を軽減すること。 
４ 市町村に対する財政措置は、短期間に終わることなく、恒久的措置とすること。 
    以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
    平成１９年２月２日 
                 長崎県後期高齢者医療広域連合議会 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：異議なしと認めます。よって、日程１５議員提出議案第４号「後期高

齢者医療制度に係る財政措置の充実を求める意見書について」を直ちに議題といたします。

提案者より、理由の説明をお願いします。古川議員、２０番。 
 
○２０番（古川利光君）：〔登壇〕２０番。諫早市選出の古川でございます。ただいま議題と

なりました議員提出議案第４号「後期高齢者医療制度に係る財政措置の充実を求める意見

書について」７名の共同提案者を代表いたしまして、提案の趣旨をご説明を申し上げます。

議員各位もご案内の様に、平成１６年度から三位一体改革が進められ、地方に一定の財源

移譲が実現しましたが、地方自治体の裁量度は期待していたほどの内容に程遠く、地方交

付税の削減とあいまって、地方自治体は極めて厳しい財政運営を余儀なくされております。

このような状況において、医療保険制度改革の一環として、平成２０年度から新たな後期

高齢者医療制度が創設されることになり、本県でもその運営主体となる広域連合を昨年１

２月に設立し、その準備が進められております。しかしながら各市町村から広域連合に派

遣する職員の人件費、電算システムの構築費など広域連合の運営経費に対する市町村の負

担及び市町村における電算システム改修費などは、地方交付税など一定の財政措置はある

ものの新たな財政負担が生じることになると懸念するものであります。私はこの際、後期

高齢者医療制度の創設に伴う財政負担が、地方財政をより圧迫することのないよう、全国

に先駆けて広域連合を設立した長崎県がこの議会を挙げて国に対し、強く要望することが

必要であると考えております。以上の理由によりこの意見書を提案し、関係者・関係機関

に対し意見書の提出をお願いするものであります。議員各位におかれましては、何卒本趣

旨にご賛同賜わりますようよろしくお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。

ありがとうございました。 
 
○議長（山口博君）：これより質疑討論に入ります。 
 
   〔「なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：なければこれをもちまして質疑討論を終結し、採決いたします。 議員

提出議案第４号は、可決することにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：異議ありませんので、議員提出議案第４号は可決されました。なお、

ただいま可決されました意見書につきましては、議長において関係行政庁及び国会に対し
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提出又は送付致したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 
 
○議長（山口博君）：お諮りをいたします。本臨時会において議決されました各案件につい

て、その条項、字句その他整理を要するものにつきましては、議会会議規則第４０条の規

定により、その整理を議長に委任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。 
 
   〔「異議なし」と言う者あり〕 
 
○議長（山口博君）：ご異議がないと認めます。よって、本臨時会において議決された案件

の整理については、これを議長に委任することに決定いたしました。 
 
○議長（山口博君）：以上をもちまして、今期臨時議会に付議された事件は、全部終了いた

しました。これにて閉会をいたしたいと思います。どうもご苦労様でございました。 
 

＝閉会 午後 14 時 10 分＝ 
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    臨時議長    林 善壽        
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